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鴨 川 市 行 政 改 革 大 綱  

 

 

第１ はじめに 

 

今日，我が国経済は長期にわたって低成長で推移し，国及び地方自治体は，税収

の伸び悩みに加え借入金残高が合わせて 700 兆円を超えるなど依然として厳しい財

政運営が続いています。他方，少子高齢化の著しい伸展に伴い人口減少時代の到来

が現実のものとなり，さらに，規制緩和などの構造改革も強力に進められているな

ど，我が国は，社会，産業・経済，そして行政のいずれの分野でも大きな変革期に

差し掛かっています。 

 

こうした中で，地方行政にあっては，地方分権の推進に伴い「国から地方へ」と

いう大きな流れが定着しつつあり，これからの地方自治体が新たな時代に即した行

政を運営していくためには，自治体が自らの判断と責任で的確に対応していくこと

が不可欠になってきます。すでに「指定管理者制度」の創設や「市場化テスト」の

本格実施に向けた取組みも始まっており，さらに，福祉を始めこれまで行政が積極

的に担ってきた行政サービスの分野においても，行政と民間，地域との関係の根本

的な見直しも加速するなど，地方自治体を取り巻く環境は確実に変わりつつありま

す。 

これと前後して国は，当面の受け皿として，基礎的自治体である市町村の行財政

基盤の強化などを掲げ市町村合併を促進する一方，市町村サイドにおいても地域の

将来の発展を合併に託し，その結果「平成の大合併」として全国的に市町村合併が

推進されています。 

 

このような背景の中で，本市は，平成 17 年２月 11 日に鴨川市と天津小湊町が新

設合併し新たなスタートを切りました。地方分権制度の実質的な担保となる国と地

方の財源調整は未だ決着を見ず，残念ながら今後の大きな課題となっていますが，

それはそれとして，自治体は自らの意思で改革を進めていくことが現下の大きな責

務であるといえます。本市は，合併が実現した今こそ，合併の意義や背景，自治体
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としての責務を踏まえ，新たな行政の構築に取り組んでいく時期となっています。 

そこで，この度，鴨川市行政改革大綱を策定し，今後の改革の方向を明らかにす

るとともに積極的にこれを推進していくこととするものです。 
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第２ これまでの改革への取組み 

 

１ 旧鴨川市 

   第一次（昭和 60 年度～昭和 62 年度），第二次（平成 8年度～平成 10 年度），第

三次（平成 13 年度～平成 15 年度）と三次にわたる行政改革大綱を策定，第一次

においては事務事業の見直し，組織・機構の簡素合理化，給与の適正化，定員管

理の適正化，民間委託・ＯＡ化等事務改革の推進など，また，第二次においては

事務事業改革，組織・機構改革，人事管理改革，市民サービスの向上など，さら

に，第三次においては財政の健全性の回復，事務管理の効率化・適正化，行政組

織の統廃合及び職員資質の向上などに積極的に取り組んできました。 

 

 ２ 旧天津小湊町 

   取組期間を平成 8年度から平成 10 年度とする行政改革大綱を策定し，事務事業

の見直し，組織・機構の見直し，定員管理及び給与の適正化の推進，効果的な行

政運営と職員の能力開発等の推進，行政サービスの向上及び公共施設の管理運営

の効率化などに積極的に取り組んできました。 
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第３ この大綱の位置等 

 

この大綱は，本市の行政改革の根幹となる計画であり，また，第８により作成す

る実施計画については、「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指

針」（平成 17 年 3 月 29 日付け総行整第 11 号・各都道府県知事及び各政令指定都市

長あて総務事務次官通知。参考として後添）に基づく集中改革プランに位置付ける

こととします。 

なお，この大綱及び実施計画は，改革の進捗状況を勘案し必要に応じて随時見直

していくこととします。 
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第４ 改革の期間 

 

この大綱に基づく改革の取組期間は，平成 18 年度から平成 22 年度までの 5 年間

とします。 

 



第５ 改革の基本理念等 

 

  第１で述べたとおり，本市は，平成 17 年２月 11 日に鴨川市と天津小湊町が新設

合併し，新市として新たにスタートしました。そこで，これまで積み上げられてき

た旧市町の改革への取組みをより発展させ，合併が成った今，何よりもまず新市と

しての行政全般にわたる見直し及び必要な改革を図るとともに，行政運営の裏付け

となる財政基盤を確立していくことが重要な課題となっています。 

  このようなことから，この大綱に基づく改革の基本理念を 

 

新たな発展に向けての基礎づくり  

 

 とすることとします。 

同時に，合併効果を市内外に提示していくことも肝要であることから，この視点

も含めて重要な事項については優先的に実施し，かつ，何よりも実効ある改革を目

指すことを基本とします。 

  さらに，地方自治体には，常に行政全般にわたっての改革・改善が求められてい

ることに鑑み，この大綱に基づく改革のほか，第３に記述する国の指針により取り

組むこととされている事項についても積極的に取り組んでいくこととします。 
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第６ 改革推進の基本的考え方 

 

この大綱に基づく行政改革は，第５の基本理念の下，次の 3 点を大きな施策とし

て計画的に推進するものとします。 

 

 

〔施策１〕 効率的な行政運営のために 

 

   新市としての個性と活力に満ちた地域を形成し，また，行政サービスをこれま

で以上に効率的に提供していくためには，それに相応しい行政組織の構築と職員

資質の一層の向上が不可欠です。さらに，限られた財源をより有効に活用してい

くためには，民間に委ねた方が効率的な事務事業については積極的にこれを行っ

ていくことも必要です。 

   このようなことから，これらに該当する事務事業を総合的に点検し，必要な調

整を終えたものから逐次，改革実施を図っていくこととします。 

 

 

〔施策２〕 安定した財政基盤の確立のために 

 

   市の主要な財源である市税収入の低迷及び地方交付税の減額が続き，本市財政

は厳しい状況が続いています。一方，一般会計における平成 16 年度末の地方債残

高及び債務負担行為未払残高の合計額は約 238 億円となっており，返済に要する

経費も多額に上ることと相俟って安定した財政構造の構築が大きな課題となって

います。 

このようなことから，別に策定する財政健全化のための計画に基づき，逐次，

財政の健全化を図っていくこととします。また，税外歳入の一層の確保や公営企

業の改革も図って行くこととします。 
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〔施策３〕 住民自治の一層の向上のために 

 

   住民自治の一層の進展を図っていくためには，行政が行う事務事業はもとより，

行政が有する情報等についても市民に提供充実を図っていくことが必要であり，

また，一方では市民の行政への参加意識の一層の醸成を図っていくことが大切で

す。 

このようなことから，様々な媒体を利用した情報提供を積極的に行うとともに，

市が行う一定の事務事業については事前にこれを開示し意見を徴するなど，市民

と行政との相互連携及び分担を一層推進していくこととします。また，市民の利

便性のさらなる向上にも努めるものとします。 

 



第７ 改革の体系 

 

 

基本理念 新たな発展に向けての基礎づくり 
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《施策１》 

効率的な行政運営のため

に 

《施策２》 

安定した財政基盤の確立

のために 

《施策３》 

住民自治の一層の向上の

ために 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 民間活力導入の推進 

(1) 民間委託の推進 

(2) 指定管理者制度の活用 

(3) 民営化の推進 

 

2 時代に即応した行政組

織の構築 

(1) 効率的な行政組織の整

備 

(2) 施設の統廃合 

(3) 幼保一元化の推進 

(4) 附属機関等の見直し 

 

3 人材育成等の推進 

(1) 人材育成の推進 

(2) 新たな人事評価システ

ムの構築 

1 自主財源の確保 

(1) 市税収入の確保 

(2) 受益者負担の適正化 

(3) 税外歳入の確保 

 

2 歳出の節減合理化 

(1) 人件費の抑制 

(2) 事務事業の見直し 

(3) 内部管理的経費の削減 

(4) 公債費負担の抑制 

(5) 補助金等の見直し 

 

3 公営企業等の改革 

(1) 水道事業の経営健全化 

(2) 病院事業の方向性の検

討 

(3) 第三セクターの検討 

1 市民の利便性の向上 

(1) 市政に関する情報提供

の充実 

(2) 市税等の納付場所の拡

大の検討 

(3) 電子自治体の推進 

 

2 市民参加による市政の

推進 

(1) パブリックコメント制

度の導入 

(2) 附属機関等の透明性の

確保 
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第８ 実施計画の策定 

 

この大綱に掲げる改革を計画的に実施していくため，この大綱に掲げる改革項目

のうち特に重点的実施を予定するものについては実施計画を策定し，計画的にその

実現に努めます。 

 

 



第９ 改革の項目及び方向等 

 

この大綱により取り組むこととする改革の項目及び方向等は，次のとおりとしま

す。 

 

（注） 各項目にそれぞれ掲げる個別事務事業のうち太字で記載さ

れているものは，第８に記述する「特に重点的実施を予定す

るもの」として「実施計画」に掲げる事務事業である。 

 

 

 

 

 

 

 

〔施策１〕 効率的な行政運営のために 

 

 

 １ 民間活力導入の推進 

 

（１）民間委託の推進 

      「民間でできることは，できるだけ民間に委ねる」という原則の下，行政

サービスの向上や経費の削減等が見込まれる事務事業等については，民間

活力の積極的な活用を図ります。 

① 廃棄物の収集業務 

② 学校給食センター調理場の統合及び調理，配送業務 

③ その他の事務事業 

 

 （２）指定管理者制度の活用 

     公の施設について検証を実施し，指定管理者制度の導入が可能な施設につ

いては積極的に制度の導入を図ります。 

① 指定管理者制度の活用 

 

 （３）民営化の推進 

     公の施設や事務事業の在り方について検証を実施し，民間が実施する方が

効果的な事務事業や市が実施する意義が薄れている施設等については民営化

を推進します。 
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① 浄化槽清掃業務並びに浄化槽汚泥等の収集運搬業務 

② 集会施設及び青年館の地域への移譲 

 

 

 ２ 時代に即応した行政組織の構築 

 

（１）効率的な行政組織の整備 

     新たな行政課題や多様化する市民ニーズに的確に対応するため，常に効率

的・効果的に施策を展開できる組織・機構への見直しを図ります。 

① 行政組織の見直し 

② 職員の適正配置 

 

 （２）施設の統廃合 

     市が設置している施設のうち施策の合理性や効果などから統合が望ましい

施設や老朽化の進んだ施設，事業目的を完了した施設，さらには同様の目的

で設置されている施設などについては統廃合を検討し，準備が整ったものか

ら順次，統廃合を実施していきます。 

① 小学校の統合 

② 中学校の統合 

③ ごみ処理施設の統合 

④ 学校給食センター調理場の統合 

⑤ 市民ギャラリー機能の他施設への統合 

 

（３）幼保一元化の推進 

     幼児の効果的な保育環境を創出するとともに子育て環境の向上を図り，さ

らに，効率的な行政運営にも資するため，幼稚園機能と保育園機能の一元化

への取組みを検討し，逐次，実施していきます。 

① 幼保一元化の試行等 

 

 （４）附属機関等の見直し 

     別に定める「附属機関等の設置及び運営等に関する指針」に基づき，真に

必要なものかを精査し，必要に応じて廃止又は統合を図るなど，常に見直し

を実施していきます。 

① 附属機関等の見直し 

 



13 

 

 ３ 人材育成等の推進 

 

（１）人材育成の推進 

     人材育成の観点に立った人事管理に資するとともに職場風土や業務推進プ

ロセスの改善等を促進するため,人材育成に関する基本方針に基づき，総合的

な人材育成に努めます。 

① 人材育成に関する基本方針の実施 

 

 （２）新たな人事評価システムの構築 

     職員の能力を最大限に活用するとともに能力・実績を重視した新しい給与

体系の導入に伴い，新しい人事評価システムを構築し実効性の確保を図りま

す。 

① 新たな人事評価システムの構築 

 

 

 

〔施策２〕 安定した財政基盤の確立のために 

 

 

１ 自主財源の確保 

 

（１）市税収入の確保 

     一般財源の根幹を成す市税の徴収率の向上を図るため，徴収体制の強化を

図るとともに目標数値を定めた年度計画を策定し，財源の一層の確保に努め

ます。 

① 市税徴収率の向上 

 

（２）受益者負担の適正化 

     受益者負担の原則の下，使用料及び手数料については少なくとも３年に１

度以上の見直し時期を設定するとともに，現在無料となっている施設，イベ

ント等の費用徴収等についても検討します。 

① 使用料・手数料の定期的な見直し 

② 新たな使用料・手数料の検討 
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（３）税外歳入の確保 

     未利用財産の処分など税外歳入の確保に努めます。 

① 未利用財産等の処分 

② 有料広告の掲載 

 

 

 ２ 歳出の節減合理化 

 

（１）人件費の抑制 

     別に定める定員適正化のための計画に基づき計画的に職員数の削減を図る

とともに，給与の在り方についても総合的に点検し必要な見直しを図ります。 

① 職員数の削減 

② 給与の適正化 

 

 （２）事務事業の見直し 

     市の実施する事務事業について，市が事業主体となるべきかどうかの検討

も含め，常に見直しを行い，再編・整理，廃止，統合を図っていきます。 

      ① 事務事業の見直し 

 

（３）内部管理的経費の削減 

     施設の維持管理や物品の購入，役務費などの経常経費については，職員の

節減意識の醸成・保持の一層の促進に努めます。 

① 施設・設備等に係る費用の削減 

② 備品・消耗品等に係る経費の削減 

③ その他の費用の削減 

 

（４）公債費負担の抑制 

     緊急性・必要性に応じ事業を取捨選択することにより，地方債の発行額を

極力抑制し公債費負担の低減を図るとともに，必要に応じ自主的に公債費負

担適正化計画を策定しその実行に努めます。また，地方債の発行に際しては，

過疎債，合併特例債など有利な起債の優先的充当を図ります。 

      ① 公債費負担の抑制 
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（５）補助金等の見直し 

     ガイドラインを策定し，補助金等の見直し及び整理・合理化を推進します。 

① 補助金等の見直し 

 

 

 ３ 公営企業等の改革 

 

（１）水道事業の経営健全化 

     より一層の計画性・透明性の高い企業経営を推進するため，中期経営計画

を策定するとともに業績評価の実施に取り組みます。 

      ① 水道事業の経営健全化 

 

（２）病院事業の方向性の検討 

     市が経営する意義及び将来の方向性を総合的に検討し，計画期間中に病院

事業の方向を決定します。 

① 病院事業の方向性の検討 

 

 （３）第三セクターの検討 

     第三セクターについて，完全民営化を含めた見直しを進めます。 

① 第三セクターの検討 

 

 

 

〔施策３〕 住民自治の一層の向上のために 

 

 

 １ 市民の利便性の向上 

 

（１）市政に関する情報提供の充実 

     市民に迅速に市政情報等を提供していくため，情報提供媒体のシステム整

備に務めます。 

① バランスシート等の公表 

② 市議会中継システムの整備 

③ ホームページ及び広報紙の掲載内容等の充実 
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（２）市税等の納付場所の拡大の検討 

     市税及び手数料等の納付場所の拡大を図り，市民の利便性の向上を図りま

す。 

① 市税等の納付場所の拡大の検討 

 

（３）電子自治体の推進 

     別に定める「情報化推進計画」に基づき、行政手続のオンライン化や住民

基本台帳カード，総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）などの利用促進に取

り組み，住民サービスの向上及び業務の効率化に努めます。 

① 電子自治体の推進 

 

 

 ２ 市民参加による市政の推進 

 

（１）パブリックコメント制度の導入 

     市が重要な計画を策定する場合や市民の権利・義務に影響を与える重要な

条例の制定等に際しては，事前に素案を公表するとともに意見を徴するため

のパブリックコメント制度の導入を図ります。 

① パブリックコメント制度の導入 

 

 （２）附属機関等の透明性の確保 

     附属機関等の運営の透明性を確保するとともに公正な運営を図るため，委

員の公募や会議の公開を推進します。 

① 附属機関等の委員の公募及び会議の公開の推進 
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第 10 おわりに 

 

既に述べたとおり，本市は，合併を機に真に実効ある改革に取り組むことと

しました。しかし，そのためには，改革の状況についての議会や市民の評価が

不可欠であります。このため市は，議会への報告はもとより，市民に分かり易

い指標を用いるなどして広報紙や市のホームページを通じて速やかに公表して

いくこととします。 

 



 
 
 
（参考）地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針 

 
地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針 

 
 平成17年3月29日 

総 務 省  
 
少子高齢化による人口減少時代を目前に控え、国地方を通じた厳しい財政状況の中で、今後の我が国は、

地方公共団体が中心となって住民の負担と選択に基づき各々の地域にふさわしい公共サービスを提供する分

権型社会システムに転換していく必要がある。 
現在、市町村合併が推進され、その規模・能力は急速に拡大しつつあり、これに伴い広域自治体のあり方

の見直しが求められるなど、地方公共団体の果たすべき役割が改めて問われている。また、ＮＰＯ活動等の

活発化など公共的サービスの提供は住民自らが担うという認識も広がりつつある。これまで行政が主として

提供してきた公共サービスについても、今後は、地域において住民団体をはじめＮＰＯや企業等の多様な主

体が提供する多元的な仕組みを整えていく必要がある。これからの地方公共団体は、地域のさまざまな力を

結集し、「新しい公共空間」を形成するための戦略本部となり、行政自らが担う役割を重点化していくことが

求められている。 
このような状況の中で、地方公共団体においては新しい視点に立って不断に行政改革に取り組み、その体

制を刷新していくことが必要である。 
これまでも、地方公共団体においては「地方自治・新時代に対応した地方公共団体の行政改革推進のため

の指針」（平成９年 11 月 14 日付け自治事務次官通知）等に基づき積極的に行政改革に取り組み、地方公務

員の総数は平成７年以降純減し（10年間の累積で198,895人の純減）、国家公務員と比較した給与水準（ラ

スパイレス指数）も100を切ったところである（平成16年４月１日現在で全国平均97.9）。また、行政評価

の取組、情報公開条例等や個人情報保護条例等の制定、事務・事業の民間委託等も着実に進展してきており、

給与・旅費等に関する事務の集中化・アウトソーシングといった新たな取組や指定管理者制度の活用も見ら

れるようになっている。 
しかしながら、厳しい財政や地域経済の状況等を背景に、地方公共団体の行政改革の進捗状況に対する国

民の視線は厳しい。特に、給与制度やその運用などについては、なお一部に不適正な事例も見受けられ、各

方面の批判が向けられている。不適正な事例を漫然と放置していては、国民の地方分権に関する共感と理解

は到底得られず、もとより早急に是正される必要がある。国・地方を問わず行政に携わる者は、国民の貴い

負担により給与を得ているということを改めて肝に銘じる必要がある。 
このような状況を踏まえると、各地方公共団体が今後行政改革を推進するに当たっては住民と協働し、首

長のリーダーシップの下に、危機意識と改革意欲を首長と職員が共有して、取り組んでいくことが求められ

ている。 
また、議会においても、改革推進のためにその機能を十分に発揮することが重要である。 
このため、平成16年12月24日に閣議決定された「今後の行政改革の方針」を受け、以下に取組のため

の新たな指針を示し、これを参考として、各地方公共団体において、より積極的な行政改革の推進に努める

よう地方自治法第252条の17の５に基づき助言するものである。 
 
第１ 計画的な行政改革の推進と説明責任の確保 

 
１ 行政改革大綱の見直しと集中改革プランの公表 

 
（１）行政改革大綱の見直し 

行政組織運営全般について、計画策定（Plan）→実施（Do）→検証（Check）→見直し（Action）
のサイクル（以下「ＰＤＣＡサイクル」という。）に基づき不断の点検を行いつつ、本指針を踏まえ、

新たな行政改革大綱等の策定又は従来の行政改革大綱の見直しを行うこと。 
 
（２）集中改革プランの公表 



行政改革大綱に基づき具体的な取組を集中的に実施するため、①から⑨までに掲げる事項（⑤及び

⑥については都道府県に限る。）を中心に平成17年度を起点とし、おおむね平成２１年度までの具体

的な取組を住民にわかりやすく明示した計画（以下「集中改革プラン」という。）を平成17年度中に

公表すること。 
その際、可能な限り目標の数値化や具体的かつ住民にわかりやすい指標を用いることとし、特に、

定員管理の適正化計画については、退職者数及び採用者数の見込みを明示し、平成 22 年４月１日に

おける明確な数値目標を掲げること。 
また、地方公営企業についても同様に、①、②、③、④及び⑧の事項に関する集中改革プランを公

表すること。 
なお、平成 17 年度に合併を行う予定である市町村については、合併後の行政体制の整備の状況を

見極めつつ適切に対応すること。 
①事務・事業の再編・整理、廃止・統合 
②民間委託等の推進（指定管理者制度の活用を含む。） 
③定員管理の適正化 
④手当の総点検をはじめとする給与の適正化（給料表の運用、退職手当、特殊勤務手当等諸手当の

見直し等） 
⑤市町村への権限移譲 
⑥出先機関の見直し 
⑦第三セクターの見直し 
⑧経費節減等の財政効果 
⑨その他 

 
２ 説明責任の確保 

 
（１） 行政改革大綱及び集中改革プラン（以下「行政改革大綱等」という。）の見直し又は策定にあたっ

ては、ＰＤＣＡサイクルの各過程において住民等の意見を反映するような仕組みを整えること。 
（２） 行政改革大綱等の見直し又は策定の過程について、速やかにホームページや公報等を通じて住民

等にわかりやすい形で公表すること。 
（３） 行政改革大綱等に基づく成果については、特に、他団体と比較可能な指標に基づき公表するなど、

住民等に分かりやすい形での公表に意を用いること。 
なお、総務省では、地方公共団体の便宜に資するため、行政改革の成果についての公表の参考と

なるような手法も今後検討し、提供していくこととしていること。 
 
 
第２ 行政改革推進上の主要事項について 
 
１ 地方公共団体における行政の担うべき役割の重点化 

 
（１）民間委託等の推進 

①  給与・旅費の計算、財務会計、人事管理事務等の総務事務や定型的業務を含めた事務・事業全般

にわたり、民間委託等の推進の観点からの総点検を実施すること。 
具体的には、類似団体の状況や民間の受託提案などを参考にしながら、組織の規模を踏まえ、

メリットが生じるよう委託の可能性について検証すること。その際、企画と実施の切り分けや複

数の組織にまたがる共通の事務の集約化、他団体との事務の共同実施、委託実施期間の複数年度

化などの様々な手法による委託の可能性の検証を行うこと。 
②  その上で、事務・事業全般についての民間委託等の実施時期等を示した具体的かつ総合的な指

針・計画を策定すること。 
③  委託の実施にあたっては、対象事業、選定基準、契約条項などの透明性を確保するとともに、個

人情報の保護や守秘義務の確保に十分留意し、必要な措置を講じること。 
④  委託した事務・事業についての行政としての責任を果たし得るよう、適切に評価・管理を行うこ

とができるような措置を講じること。 



⑤  民間委託等の実施状況については、事務・事業や施設区分ごとに、委託先、委託理由等を公表す

ること。 
 
（２）指定管理者制度の活用 

①  現在直営で管理しているものを含め、すべての公の施設について、管理のあり方についての検証

を行い、検証結果を公表すること。 
②  特に、平成15年９月の指定管理者制度の創設に係る地方自治法の改正前の管理委託制度により

出資法人、公共団体又は公共的団体へ管理委託している公の施設については、平成 18 年９月の

指定管理者制度への移行期限までに、当該出資法人等を指定管理者に指定するか、新たに民間事

業者等を指定管理者に指定するか、当該施設を廃止するか等、管理のあり方についての検証を行

うこと。 
③  管理のあり方の検証に際しては、各施設ごとに、行政としての関与の必要性、存続すべきか廃止

すべきか、存続する場合には管理主体をどうするかなどについて、民間事業者等を指定管理者と

する場合との比較等も含め、その理由を明らかにした上で、住民等に対する説明責任を十分に果

たすこと。 
④  公の施設の管理状況については、管理の主体や、管理主体が指定管理者となっていない場合には

その理由等の具体的な状況を公表すること。 
 
（３）ＰＦＩ手法の適切な活用 

特に次の事項に留意しつつ、ＰＦＩ事業の積極的な活用に努めること。 
①  事業のリスク分担について、想定されるリスクをできる限り明確化した上で、リスクを最もよく

管理できる者が当該リスクを分担するとの考え方に基づき、地方公共団体、ＰＦＩ事業者、金融

機関等の間での適切なリスク分担に留意するとともに、事業の安定性の確保に留意すること。 
②  民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律が、第三セクターの抱える諸課

題等を考慮の上立法された経緯も踏まえ、ＰＦＩ事業者に対する安易な出資及び損失補償は、厳

に慎むこと。 
③  実施方針、選定結果、契約（直接協定も含む。）及び監視等の結果についてもすべて公開し、Ｐ

ＦＩ事業選定の手続、事業自体の透明性の確保を図ること。 
 
（４）地方独立行政法人制度の活用 

地方独立行政法人制度の活用にあたっては、まず、対象となる事務・事業についてその廃止や民

間譲渡の可能性を十分に検討すること。その上で、公の施設の指定管理者制度の活用等と比較検討

し、地方公共団体が自ら実施するよりも地方独立行政法人を設立して行わせる方が効率的・効果的

に行政サービスを提供できると判断される場合に活用を検討すること。 
 
（５）地方公営企業の経営健全化 

特に次の事項に留意し、経営の総点検を行い、更なる経営健全化に積極的に取り組むこと。 
①  まず，現在地方公営企業が供給しているサービス自体の必要性について検討すること。次に，サ

ービス時体が必要な場合であっても、地方公営企業として実施する必要性について十分検討し、

特に公共性の確保等の意義が薄れている場合には、民間への事業譲渡等について検討すること。 
②  地方公営企業として事業を継続する場合であっても、公の施設の指定管理者制度、ＰＦＩ事業、

民間委託等の民間的経営手法の導入を促進すること。 
③  より一層計画性・透明性の高い企業経営を推進するため、中期経営計画の策定、業績評価の実施、

積極的な情報開示に取り組むこと。 
特に情報開示にあたっては、人件費、料金水準等について類似団体や民間企業の対応するデー

タを添えるなど、住民が理解、評価しやすいように工夫をこらすこと。 
④  企業職員の給与については、その職務の性格や内容を踏まえつつ、国、地方公共団体の同種の職

員、民間の同種の職種に従事する者との均衡にも留意し、当該地方公営企業の経営の状況その他

の事情を考慮しながら、引き続き適正化に努めること。 
また、定員管理については、事務・事業の見直し、民間委託等の推進等により、引き続き適正

化に努めること。 



 
（６）第三セクターの抜本的な見直し 

特に次の事項に留意し、更なる経営改革に積極的に取り組むこと。 
①  外部の専門家を活用する等監査体制を強化するとともに、行政評価の視点も踏まえた点検評価の

充実・強化を図ること。 
②  事業内容、経営状況、公的支援等について、適宜適切な議会への状況説明を行うとともに、住民

に対する積極的かつわかりやすい情報公開に努めること。 
③  統廃合、民間譲渡、完全民営化を含めた既存法人の見直しを一層積極的に進めるとともに、給与

及び役職員数の見直し、組織機構のスリム化等を不断に行うこと。 
④  経営状況が深刻であると判断される場合には、問題を先送りすることなく、経営悪化の原因を検

証し、債権者等関係者とも十分協議しつつ、抜本的な経営改善策の検討を行うこと。その上で、

経営の改善が極めて困難と判断されるものについては、法的整理の実施等について検討すること。

この場合、地方公共団体は、出資の範囲内の負担、損失補償契約等に基づく負担を負うことが原

則であり、過度の負担を負うことのないように留意すること。 
 
（７）地方公社の経営健全化 

経済環境の変化への対応、経営の効率化、地方公共団体の財政運営のより一層の健全化等の観点

から、土地開発公社をはじめとする地方公社の経営改善等について積極的に取り組むこと。 
経営の改善が極めて困難と判断される地方公社については、法的整理も含め抜本的な見直しを検

討すること。その際には、地方公共団体は、出資の範囲内の負担、損失補償契約等に基づく負担を

負うことが原則であり、過度の負担を負うことのないように留意すること。 
また、給与及び役職員数については、経営状況等を勘案しながら、引き続き適正化に努めること。 

 
（８）地域協働の推進 

地域の課題やニーズに対応するとともに、簡素で効率的な行政を実現する観点から、住民や住民

が参加する団体など多様な主体が公共的サービスの提供を行おうとする取組について、以下のよう

に、それぞれの地域の実情に応じ、積極的に推進することが望ましいこと。 
①  活動主体に対する援助や活動場所の提供、個々の活動主体による活動を支援・調整する役割を有

する中間支援団体の設置、まちづくり協議会や地域自治区等の活用など、活動主体との積極的な

連携・協力を図ること。 
②  地域協働を実践するため、個々の職員の意識改革や勤務体制の整備などに積極的に取り組むこと。 

 
（９）市町村への権限移譲 

都道府県においては、財源、人的体制に関し十分な措置を講じることを前提に、「条例による事

務処理の特例」（地方自治法第252条の17の２）を積極的に活用し、市町村に対する抜本的な事務

権限の移譲を検討すること。 
特に、市町村合併によって規模能力が拡大する団体については、人的にも財政的にもその体制が

充実されることから、より積極的な権限移譲を行うこと。 
 
（10）出先機関の見直し 

都道府県の出先機関について、市町村合併による市町村の行財政能力の拡充等の状況を踏まえ、

（９）を前提として抜本的にそのあり方を検討すること。都道府県の人口や市町村合併の中長期的

な見通しのもとに、計画的かつ着実に出先機関の再編に取り組むこと。 
 
 
２ 行政ニーズへの迅速かつ的確な対応を可能とする組織 
 
（１） 地方公共団体の組織については、平成 15 年の地方自治法改正による都道府県の局部数の法定制

度廃止の趣旨等も踏まえ、従来の国の行政機関との均衡に配慮した縦割り型組織にとらわれず、政

策目標に基づき、効果的かつ効率的に事務・事業を処理し得る組織とする必要がある。 
そのため、政策、施策、事務・事業のまとまりや地域などに対応した部局、課室編成とするとと



もに、住民ニーズへの迅速な対応の観点や、スピーディーな意思決定・対応の観点から、個々の職

員の責任と権限が明確化され、意思形成過程が簡素化されたフラットな組織編制とすることも有効

であること。 
なお、その際、住民から見ても責任・権限の所在がわかりやすい構造、職名とすることにも留意

すること。 
 
（２） 政策、施策、事務・事業について、ＰＤＣＡサイクルをもとに不断に正当性の検証を行うことに

より、組織編制も不断に見直しを行うこと。 
 
 
３ 定員管理及び給与の適正化等 
 
（１）定員管理の適正化 

①  定員管理にあたっては、社会経済情勢の変化等を踏まえ、対応すべき行政需要の範囲、施策の内

容及び手法を改めて見直しながら適正化に取り組むこと。とりわけ、抜本的な事務・事業の整理、

組織の合理化、職員の適正配置に努めるとともに、積極的な民間委託等の推進、任期付職員制度の

活用、ＩＣＴ化の推進、地域協働の取組などを通じて、極力職員数の抑制に取り組むこと。また、

市町村合併に伴う定員管理や組織編成については、予算・人事管理等の総務管理業務や計画策定等

の企画関連業務など同一又は類似の事務・事業の統合や、旅費・給与等に関する事務の集約化など

により、事務・事業の抜本的な見直しを計画的に行うとともに、適正な組織体制・人事配置となる

よう、積極的・計画的な組織の合理化、一層の定員管理の適正化に努めること。都道府県にあって

も、市町村合併の進展を踏まえ、積極的・計画的な組織の合理化、一層の定員管理の適正化に努め

ること。 
②  現在55～57歳の年代（いわゆる「団塊の世代」）の職員の大量退職を迎えることから、退職者の

補充をどの程度行うべきか十分に検討した上、様々な手法も活用しながら、計画的な職員数の抑制

に取り組むこと。 
③  定員管理の適正化を計画的に推進する観点から、全地方公共団体において定員適正化計画の中で

数値目標を掲げ、これを公表し、着実に実行すること。定員適正化計画を策定していない一部の

市町村にあっては、早急にこれを策定するとともに、既に策定している団体にあっては、積極的

に計画を見直すこと。 
なお、定員適正化計画の策定・見直しに当たっては、以下の点を踏まえて行うこと。 
ア  過去５年間の地方公共団体の総定員の状況は、各団体の努力により 4.6％（平成 11 年

から平成 16 年）純減している。今後は、市町村合併の進展、電子自治体や民間委託等の

推進等を踏まえると、過去の実績を上回る総定員の純減を図る必要がある。各地方公共団

体においては、このような観点からそれぞれの行財政運営の状況を踏まえ、明確な数値目

標を設定すること。 
イ  将来的な職員の年齢構成や分野別職員数等について詳細に分析すること。 
ウ  定員モデルや類似団体別職員数を積極的に活用すること。 

 
（２）給与の適正化 

①  地方公務員全般にわたり、その業務の性格や内容を踏まえつつ、住民の納得と支持が得られるよ

う、給与制度・運用・水準の適正化を強力に推進すること。 
②  以下の点については、特に重点的な取組を行うこと。 

ア  高齢層職員の昇給停止について、昇給停止年齢を国と同様に原則55歳に引き下げる等

の措置を講じていない団体においては、早急に措置を講じること。 
イ  不適正な昇給運用がある場合には速やかに是正するとともに、退職時の特別昇給につ

いても国に準じて廃止すること。 
ウ  級別職務分類表に適合しない級への格付けその他実質的にこれと同一の結果となる不

適正な給与制度・運用については必要な是正措置を講じること。 
エ  退職手当については、国において最高支給率の引き下げが行われているところであり、

国に準じた措置を講じていない団体にあっては、早急に措置するとともに、引き続き国



に準じた見直しを行うこと。 
オ  特殊勤務手当等の諸手当の支給のあり方について総合的に点検し、制度の趣旨に合

致しないものやその支出方法が不適切なものについては、早急に見直しを図ること。 
カ  技能労務職員の給与については、国における同種の職員の給与を参考とし、また、

その職務の性格や内容を踏まえつつ、民間の同種の職種に従事する者との均衡にも留

意しながら、適正な給与制度・運用となるようにすること。 
③  合併を行う市町村において、合併関係市町村に不適正な給与制度・運用・水準が存在する場合に

は、合併を機にこれを是正するとともに、合併後の市町村においても、住民への説明責任を果た

しながら、給与制度・運用・水準の適正化を強力に推進すること。 
④  厳しい地域経済を背景に、地方公務員の給与が地域民間賃金等の状況から乖離しているのではな

いかとの厳しい批判があることも踏まえ、給与改定に当たっては、地域の民間給与の状況をより

的確に反映し決定できるよう、職員給与と民間給与の比較方法等を充実させるなど地域における

公民較差をより一層精確に算定できるように取り組むこと。 
また、人事委員会機能の強化をはじめとした地方公務員の給与のあり方の見直しに向けた取組

等については、総務省において研究会を開催しており、その報告等を踏まえた対応を行う必要が

あるので留意されたいこと。 
 
（３）定員・給与等の状況の公表 

①  定員・給与等の状況の公表については、平成16年の地方公務員法の改正により、全地方公共団

体に人事行政運営等の状況の公表に関する責務が課された趣旨も踏まえ、未だこれを公表してい

ない団体にあっては、速やかに実施すること。 
②  公表に当たっては、職種ごとに定員・給与等の状況を明らかにするとともに、他団体との比較や

全国的な指標を示すよう意を用いるなど、住民等が理解しやすいような工夫を積極的に講じるこ

と。 
 
（４）福利厚生事業 

職員に対する福利厚生事業については、住民の理解が得られるものとなるよう、点検・見直しを

行い、適正に事業を実施すること。 
また、人事行政運営等の状況の公表の一環として福利厚生事業の実施状況等を公表すること。 

 
 
４ 人材育成の推進 
 

分権型社会の担い手にふさわしい人材を育成することが重要な課題であり、平成 16 年６月の地方公

務員法の改正により「研修に関する基本的な方針」を定めることについて法律上の責務とされたことを

踏まえ、人材育成に関する基本方針を策定し、人材育成の観点に立った人事管理、職場風土や仕事の推

進プロセスの改善等を行うことにより、総合的な人材育成に努めること。また、能力・実績を重視した

新しい人事評価システムの導入が求められており、「今後の行政改革の方針」の趣旨も踏まえ、公正かつ

客観的な人事評価システムの構築に引き続き積極的に取り組むこと。 
 
 
５ 公正の確保と透明性の向上 
 

地方公共団体の自己決定権の拡大に伴い、住民等への説明責任を果たし、議会や住民等の監視のもと

に公正の確保と透明性の向上を図ることが一層必要である。 
このため、情報公開条例や行政手続条例の制定、パブリックコメント手続制度の積極的な活用などを

行うとともに、外部監査制度の有効活用、議会における政策審議の充実などによって、議会や監査委員

などによる監視機能の強化に積極的に取り組むこと。 
 
 
６ 電子自治体の推進 



電子自治体の推進に当たっては、情報セキュリティの確保にも十分留意しながら、「今後の行政改革の

方針」の趣旨を踏まえ、行政手続のオンライン化の推進、共同アウトソーシングの推進、公的個人認証

サービス、住民基本台帳ネットワークシステム、住民基本台帳カード、総合行政ネットワーク（ＬＧＷ

ＡＮ）などの利活用等に積極的に取り組むこと。 
特に下記の事項に留意した上で、電子自治体を推進することにより、住民サービスの向上を図るとと

もに、業務改革を進めること。また、これにより、真に必要な業務に重点的に職員を配置するなどメリ

ハリのある職員配置に努めること。 
（１） 電子自治体業務の標準化・共同化により、業務・システム全体を最適化する観点から、ＩＣＴを

活用した業務改革に取り組むとともに、電子自治体業務の共同処理センターの運用を民間に委託す

る「共同アウトソーシング」を推進する等、低廉なコストで高い水準の運用を実現するよう取り組

むこと。 
（２） いわゆる旧式（レガシー）システムについては、業務・システムの最適化を図る中で、改善・刷

新に取り組んでいくとともに、職員の能力開発や民間の専門的な能力・ノウハウの活用等により、

情報システムの品質、コスト等に関する評価能力の向上を図り、情報システムの調達の適正化に努

めること。 
 
 
７ 自主性・自律性の高い財政運営の確保 
 
（１）経費の節減合理化等財政の健全化 

①  自らの財政状況を分析した上で、事務・事業の見直しを行うことにより、歳出全般の効率化と財

源配分の重点化を図るとともに、財政健全化のための計画を策定するなど、自主的かつ主体的に

財政構造の改善に努めること。 
②  住民などに対し、財政状況が総合的に把握できるような情報を可能な限りわかりやすい方法で提

供することが必要であり、歳入歳出の状況や各種の財政指標などの一般的なデータのほか、バラ

ンスシートや行政コスト計算書等も含め、積極的な公表を行うこと。 
③  三位一体の改革における税源移譲の進展や税負担の公正確保の必要性等を踏まえ、地方税の徴収

率の一層の向上に積極的に取り組むこと。また、その他の収入等についても、受益者負担の適正

化や徴収率の向上等に努めるなど自主財源の確保に努めること。 
 
（２）補助金等の整理合理化 

①  様々な団体等に対する補助金等については、行政として対応すべき必要性、費用対効果、経費負

担のあり方等について検証し、整理合理化を推進すること。 
②  終期の設定やＰＤＣＡサイクルに則った不断の見直しなど、住民等に対する説明責任を果たしな

がら計画的に廃止・縮減すること。 
（３）公共工事 

①  公共工事については、地域の実情等も勘案しつつ、積極的にコスト構造の改革に取り組むこと。 
②  公共工事の入札・契約に対する住民の信頼を確保するため、公共工事の入札及び契約の適正化の

促進に関する法律及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」（平成

13年３月９日閣議決定）により、公共工事の入札・契約について、情報の公開をはじめとする更

なる適正化に資する取組を進めること。 
 
（４）公的施設 

国又は特殊法人等が設置主体となる公的施設（会館、宿泊施設、会議場、結婚式場、健康増進施

設、総合保養施設、勤労者リフレッシュ施設その他これらに準ずる施設を指し、特殊会社及び民営

化が決定された法人が設置するものを除く。）については、新設及び増築を禁止することとされ、地

方公共団体に対しても、この措置に準じて措置するよう要請するものとされているところであるこ

とから（平成 12 年５月２６日閣議決定）、「民間と競合する公的施設の改革について」（平成 12 年

６月９日付け自治事務次官通知）を踏まえ、適切に対応すること。 
 
 



８ 地方議会 
 
（１） 地方分権の進展に伴い、地方議会の果たすべき役割がますます増大しており、これを踏まえた議

会運営が一層強く求められている。その一方で議員の定数や報酬に対する各方面からの批判がある

ことにも留意する必要があり、住民等に対する説明責任を果たすよう努めること。 
（２） 行政改革大綱等の進捗状況や、執行機関の行う行政評価の結果等について報告・説明を求めるな

ど、執行機関に対する監視機能を自ら高めていく取組を積極的に行うとともに、住民の多様な意見

を把握し、集約・反映させるための取組を積極的に行うことが望ましいこと。 
 
 
第３ 総務省における推進方針 
 

簡素で効率的・効果的な地方行政体制の整備については、もとより地方公共団体自らが、住民や議会等

の監視のもとに推進していくべきものであることは言うまでもない。 
総務省においては、簡素で効率的・効果的な地方行政体制の整備を積極的に推進する観点から、集中改

革プラン及び改革の推進状況（地方公務員の定員・給与等の状況、民間委託等の実施状況、指定管理者制

度の活用状況、行革に伴う財政効果など）について、必要に応じ、地方公共団体の行政運営に資するよう

助言等を行うものであること。 
また、国民に対する説明責任を果たす観点から、毎年度フォローアップを実施し、その結果を広く国民

に公表するものであること。 
なお、各都道府県においても同様に、市区町村の組織及び運営の合理化に資する観点から、都道府県内

市区町村の集中改革プラン及び改革の推進状況についてフォローアップを実施し、これを公表するととも

に、適切に助言等を行うこと。 
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